
借入

整理 地積

番号 公簿 現況 ㎡

1 笛吹市 一宮町東原 櫻畑 193-1 畑 畑 770.00 R7.6.1 R11.12.31

笛吹市 一宮町竹原田 中原町 1802-1 畑 畑 62.00 R7.6.1 R16.12.31

笛吹市 一宮町竹原田 中原町 1804-1 畑 畑 108.00 R7.6.1 R16.12.31

3 笛吹市 八代町高家 宮ノ上 2614-1 原野 畑 91.00 R7.6.1 R21.12.31

4 笛吹市 御坂町上黒駒 村北西割 528-1 畑 畑 874.00 R7.6.1 R17.12.31

5 笛吹市 御坂町金川原 方八丁 302 畑 畑 669.00 R7.6.1 R16.12.31

笛吹市 御坂町金川原 方八丁 304-2 畑 畑 580.00 R7.6.1 R16.12.31

笛吹市 御坂町金川原 並塚 1299 畑 畑 196.00 R7.6.1 R16.12.31

笛吹市 八代町高家 大久保 212 畑 畑 880.00 R7.6.1 R12.12.31

笛吹市 八代町高家 若久祢 379-1 畑 畑 2,316.00 R7.6.1 R12.12.31

笛吹市 一宮町田中 小山田 247-3 畑 畑 210.00 R7.6.1 R12.12.31

笛吹市 一宮町田中 小山田 250-1 畑 畑 233.00 R7.6.1 R12.12.31

開始日 終了日
地目

貸付予定の農用地等に係る利害関係人の意見聴取について

　山梨県農地中間管理機構から貸し付ける計画の以下の農用地等について、農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第３
項の規定により、利害関係人の意見を聴取します。
　利害関係人でご意見のある方は、意見書様式に必要事項をご記入のうえ、期限内に当公社あてご提出ください。

令和7年5月13日

　公益財団法人山梨県農業振興公社
理事長　土屋　重文

土地の表示 貸借期間
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